
議案第１３２号 

 

川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について 

 

川崎市消費者行政推進委員会委員に次の者を選任したいので、川崎市消費者

の利益の擁護及び増進に関する条例第２３条第４項の規定により、議会の同意

を求める。 

 

令和４年 ９ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

田 口 澄 也  

参考資料 

           工   事   概   要 

工 事 名 東扇島堀込部護岸築造その３工事 

本工事は、東扇島堀込部土地造成事業の護岸整備において、ハイブリッ

ドケーソンの背面に裏込工を築造するものである。 

１ 工事概要 

⑴ 裏込工  １式（Ｖ＝２６，５６９ｍ3） 

 


